
（別紙Ⅰ）

※網掛部分が
変更箇所

１．訪問介護 　

　　　20分未満 163円 326円 489円

　　　20分～30分未満 244円 488円 732円

　　　30分～60分未満 387円 774円 1,161円

　　　60分～90分未満 567円 1,134円 1,701円

　　　90分以上30分毎 82円 164円 246円

　　　20分～45分未満 179円 358円 537円

　　　45分～ 220円 440円 660円

　　　20分～45分未満 65円 130円 195円

　　　45分～70分未満 130円 260円 390円

　　　70分～ 195円 390円 585円

初回加算 初回の1月につき 200円 400円 600円

緊急時訪問介護加算 イ・ハを行なう時１回につき 100円 200円 300円

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （基本料金＋各加算）× 24.5 ％

イ（１）
訪問型独自サービス

11

要支援１・2・事業対象者
【週に1回程度の利用者】

1,176円 2,352円 3,528円

イ（２）
訪問型独自サービス

12

要支援１・2・事業対象者
【週に2回程度の利用者】

2,349円 4,698円 7,047円

イ（３）
訪問型独自サービス

13

要支援2・事業対象者
【週に2回を超える程度の利
用者】

3,727円 7,454円 11,181円

ロ（１）
訪問型独自サービス

21

要支援1・2・事業対象者
【上限：3,727円まで、回
数にして12回まで】

287円 574円 861円
基本料金

×
▲１0％

訪問型サービスA 要支援1・2・事業対象者 220円 440円 660円

初回加算 初回の1月につき 200円 400円 600円

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) （基本料金＋各加算）× 24.5 ％

※「訪問型サービスA」には、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)は適用されません。

基本料金
×

▲１0％

区　分　 対象者
基本料金（1回） 同一建物減算

（所定単位数の
90％を算定）１割負担 ２割負担

同一建物減算
（所定単位数の
90％を算定）１割負担 ２割負担 3割負担

※介護保険利用限度額を超えてのサービスをご利用の場合は、限度額超過分の全額実費負担となります。

※介護保険利用限度額を超えてのサービスをご利用の場合は、限度額超過分の全額実費負担となります。

ハ
20分以上の身体介護
に引き続き生活援助を

行う場合

3割負担

２．第一号訪問事業

区　分　 対象者
基本料金（1ヶ月）

イ
身体介護

基本料金
×

１０％

基本料金
+

特定事業所
加算Ⅱ

×
▲１２％

ロ
生活援助

基本料金（1回） 特定事業所
加算Ⅱ

同一建物減算
（所定単位数の
88％を算定）１割負担 ２割負担 3割負担

令和６年１１月

利　用　料　金　表
（令和６年１１月１日施行）

　　　　　社会福祉法人はまなす会
　　　　　ヘルパーステーション遥か

区　分　 サービス時間


